
平成１８年度第１回国民保護協議会 議事録  
 
１ 日時等  
 （１）日時 平成１８年９月２７日（水）  

１０時２０分開会、１１時３５分閉会  
 （２）場所 流山市役所第１庁舎４階、第１、第２、及び第３  

委員会室  
２ 会議の成立  
  出席：２８名、欠席：１名であり、会議が成立していることが、議

長から報告された。（別紙「流山市国民保護協議会委員名簿兼出席表」

のとおり）  
３ 議事  
（議題１）流山市国民保護協議会運営要領（案）について  

事務局から、資料１－１、同－２、及び同－３に基づいて説明  
が行われた後、出席委員により了承された。  

 
（議題２）流山市国民保護計画素案について  

事務局から、資料２－１及び同－２に基づいて、説明が行われ

た。続いて、以下（対話形式で記述）の質疑応答が交わされた。  
質疑１  
 会長…流山市国民保護協議会委員のうち、本市職員でない方々が、

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律（平成１年法律第１１２号）（以下、「国民保護法」と

いう。）第４０条第２項各号で示される「指定地方行政機関

の職員」他にあたる委員であるのか。  
 事務局…そのとおりである。  
  会長…本市職員でない委員やその委員の属する機関と本市とで

国民の保護に関する措置を遂行することが考えられる。

例えば、同法同条第７号委員関係では、指定地方公共機

関と本市とで連携していくこととなるが、その場合には、

指定地方公共機関の業務計画において、流山市国民保護

計画との擦り合わせを確保していくのか。  
事務局…そのとおりである。  



質疑２  
 委員…自然災害と武力攻撃災害との決定的な違いは、どのよう  

な点があるのか。  
事務局…準拠する法律が別ではあるものの、平素から備蓄を進め  

ていくなど共通事項も少なくない。  
しかしながら、自然災害と人災との違いがあることから、

各々に地域防災計画と国民保護計画とを作成するもので

ある。  
    委員…予算の支出元となる科目が異なるだけで、業務に本質的

な違いはないのではないか。  
   事務局…自然災害においては、自治体において意思決定がなされ

るが、武力攻撃災害において国民保護計画に基づいて実

施される各種の措置は、国が意思決定を行うという点が

異なっている。  
   

質疑３  
    委員…流山市が作成したという意味での国民保護計画の特徴は、

どのような点があるか。  
   事務局…基本的に、消防庁から示された「市町村国民保護モデル

計画」に基づいて素案を作成しているものの、次のよう

な特徴を有する。まず、武力攻撃事態を４つの類型に分

けて特徴と留意点を記載している部分について説明させ

ていただく。この部分は、千葉県国民保護計画での記述

と本市の記述とを並べることにより、本市の特徴を捉え

やすくなることを期した。また、配備体制においては、

「注意配備」や「警戒配備」という段階を踏むこととし

ているが、これは、既に定着している流山市地域防災計

画における体制と整合させ、効率性を期したものである。 
   

質疑４  
   委員Ａ…緊急対処事態の類型においては、石油コンビナートへの

攻撃についての記述があるが、本市には無関係な事項な

のではないか。  



   委員Ｂ…市内には浄水場が所在しており、それらへ毒素等を投入

されると甚大な被害につながるおそれがある。よって、

この点については、記述する意義がある。  
   事務局…事前に各課に意見を仰いだところ、つくばエクスプレス

関連施設に係る記述の必要性については、指摘を受けて

いる。  
   委員Ａ…各課から事務局へ、意見が集まりつつある状況であるこ

とを理解した。  
   

質疑５  
    委員…流山市のオリジナリティがある計画が作成されることを、

要望します。  
会長…具体的に住民の方々に役に立つ計画が作成されることを、

要望します。  
    
 （議題３）今後のスケジュールについて  
   事務局から、資料３に基づいて、説明が行われた。続いて、以下

（対話形式で記述）の質疑応答が交わされた。  
会長…計画の完成は、いつ、どのように報告されるのか。  

   事務局…平成１８年度中、すなわち、平成１９年３月議会である。  
   事務局…庁内での素案に対する意見聴取は既に実施したが、今月  
       中に千葉県との事前相談にも入ることを目標としている。

さらなる意見聴取としてパブリップコメントを実施して

いくこととなるが、時期としては千葉県との事前相談を

経た上となるので、１１月が見込まれる。１２月に千葉

県との最終的な協議を経て、平成１９年３月の議会で報

告することを目標としている。  
    委員…今後の意見聴取について、具体的に説明していただきた

い。  
   事務局…今回の国民保護協議会までで、意見聴取を締め切るとい

うわけではない。随時、意見をお寄せいただきたい。  
    会長…具体的に期限を示していただきたい。  
   事務局…１０月いっぱいで、お願いします。  



 
４ 関係図書  
 （１）次第   
 （２）資料１－１…流山市国民保護協議会条例  
 （３）資料１－２…流山市国民保護協議会運営要領（案）  
 （４）資料１－３…流山市国民保護協議会委員名簿  
 （５）資料２－１…流山市国民保護計画素案について  
 （６）資料２－２…流山市国民保護計画（素案）  
 （７）資料３………今後のスケジュールについて  
 （８）「国民の保護のためのしくみ」（抄）  
 
 


